
８広報　ひがしちちぶ

人件費の状況（令和４年度普通会計決算）

職員給与費の状況（令和５年度普通会計予算）

職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

一般行政職・技術職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

期末勤勉手当支給割合（令和５年４月１日現在）

特別職報酬等の状況（令和５年４月１日現在）職員の平均給料月額、平均給与月額およ
び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

　 住民基本台帳人口 　　　　歳出額 　　　　人件費 　　　人件費率
　  ５. ３. ３１現在 　　　　　（A） 　　　　　（B） 　　　　（B/A）
　　  ２，５２７人  ２，７０３，４６８千円     ４９１，７２０千円            １８．２％

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含みます。

－村職員の給与等を公開します－

　 職員数
　   （A）

　　　　　　　　　　　　　 給与費     １人当たり
   給与費（B/A）　　   給料 　　職員手当 期末・勤勉手当 　　計（B）

      ６６人    222,752 千円     33,746 千円     84,038 千円    340,536 千円       5,160 千円
（注）①職員手当には退職手当は含みません。　　②給与費は当初予算に計上された額です。
　　  ③企業職・会計年度任用職員は除きます。

　  一般行政職 　大学卒  １９６，２００円
　高校卒  １６６，６００円

　　　　　　　 区分　 　　　　　　　　　　　   経験年数
10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満

　  一般行政職
　　  大学卒     ２６７，１００円   ２９９，１００円   ３４９，０００円
　　  短大卒    ２５８，５００円       －       －
　　  高校卒       －   ２６６，０００円       －

（注）①東秩父村の給与条例に基づく給与表の級区分による職員数（特別職、税務職、福祉職、企業職は含みません。）
　　  ②経験年数該当職員の平均の金額です。給料月額は、職位により学歴を問わず前後します。

　  区分　 　技術職 　　　　　　　　　　　一般行政職 　   計
　 １級 　 ２級 　 ３級 　 ４級 　 ５級 　 ６級

  標準的な
  職務内容 　   －     主事補 　 主事 　 主任  　主査 　 主幹      課長

 事務局長
　 職員数      ０人     ３人     ８人   １７人   １３人     ５人     ７人    ５３人
　 構成比     ０．０%   ５．７% １５．１% ３２．１% ２４．５%   ９．４% １３．２%  １００%
昨年の構成比     ０．０%   ５．７% １８．９% ３４．０% ２４．５%   １．８% １５．１%  １００%

（注）①東秩父村の給与条例に基づく給与表の級区分による職員数（税務職、福祉職、企業職は含みません。）
　　  ②特別職、会計年度任用職員は除きます。

　   区分        期末手当         勤勉手当
　 ６月期     １. ２０月分      １. ００月分
   １２月期     １. ２５月分      １. ０５月分
　　  計     ２. ４５月分      ２．０５月分

　  区分 　  報酬（給料）月額    勤勉手当
　  村長 416,500 円（595,000 円）

　   年間
   ４. ５月分

　副村長       ５５０，０００円
　教育長       ５１４，０００円
　  議長       ２３９, ０００円
　副議長       １８３, ０００円
　委員長       １７６, ０００円
　  議員       １７１, ０００円

 給与種別 　　　　  行政職 技能職
適用人数（人）　　　　　６５  －
平均年齢（歳）　　　　 ３８．４  －
    給料（円）          ２８２，２０５  －
扶養手当（円）             ７，１７７  －
管理職手当（円）             ８，４６１  －
地域手当（円）                  ０  －
    小計（円）          ２９７，８４３  －
住居手当（円）            ４，１１４  －
 その他（円）                   ０  －
    合計（円）          ３０１，９５７  －

（注）①東秩父村の給与条例に基づく給料表の級区
　　　  分による職員数（税務職、福祉職、企業職
　　　  も含みます。）
　　  ②その他とは、初任給調整手当、特地勤務手
　　　  当等です。　
　　  ③特別職、会計年度任用職員は除きます。


